
○
総
務
省
令
第
四
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
別
表
第
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

工
事
担
任
者
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
三
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

工
事
担
任
者
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

工
事
担
任
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
Ｄ
Ｄ
第
二
種
の
項
中
「
毎
秒
百
メ
ガ
ビ
ッ
ト
」
の
下
に
「
（
主
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
た
め
の

回
線
に
あ
つ
て
は
、
毎
秒
一
ギ
ガ
ビ
ッ
ト
）
」
を
加
え
、
同
表
Ｄ
Ｄ
第
三
種
の
項
中
「
毎
秒
百
メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
下
の
も
の
」
を

「
毎
秒
一
ギ
ガ
ビ
ッ
ト
以
下
」
に
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
の
た
め
の
回
線
」
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
た
め
の

回
線
に
係
る
も
の
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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2

（
試
験
を
免
除
す
る
場
合
の
手
数
料
）

第
十
四
条
の
二

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
別
表
第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
試

験
科
目
の
全
部
に
つ
い
て
試
験
を
免
除
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
五
、
六
〇
〇
円
と
し
、
試
験
科
目
の
う
ち
の
一
部
の
科
目
に

つ
い
て
試
験
を
免
除
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
八
、
七
〇
〇
円
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
前
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

毎
秒

メ
ガ

ビ
ッ

ト
主

と
し

て
イ

ン
タ

ネ
ッ

ト
に

接
続

す
る

た
め

別
表
第
四
号
Ｄ
Ｄ
第
一
種
の
項
中
「

1
0
0

」
の
次
に
「
（

ー

の
回

線
に

あ
つ

て
は

毎
秒

１
ギ

ガ
ビ

ッ
ト

毎
秒

メ
ガ

ビ
ッ

ト
以

下
の

主
と

）
」
を
加
え
、
同
表
Ｄ
Ｄ
第
二
種
の
項
中
「

1
0
0

、

し
て

イ
ン

タ
ネ

ッ
ト

接
続

の
た

め
の

回
線

毎
秒

１
ギ

ガ
ビ

ッ
ト

以
下

の
主

と
し

て
イ

ン
タ

ネ
ッ

ト
に

接
続

す
る

た

ー

」
を
「

ー

め
の

回
線

に
係

る
も

の
毎

秒
メ

ガ
ビ

ッ
ト

主
と

し
て

イ

」
に
改
め
、
同
表
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｄ
総
合
種
の
項
中
「

1
0
0

」
の
次
に
「
（

ー

）
」
を
加
え
る
。

ン
タ

ネ
ッ

ト
に

接
続

す
る

た
め

の
回

線
に

あ
つ

て
は

毎
秒

１
ギ

ガ
ビ

ッ
ト

、

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



3

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
Ｄ
Ｄ
第
二
種
若
し
く
は
Ｄ
Ｄ
第
三
種
の
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又
は
Ｄ
Ｄ
第
二

種
若
し
く
は
Ｄ
Ｄ
第
三
種
の
試
験
に
合
格
し
、
養
成
課
程
を
修
了
し
、
若
し
く
は
第
四
章
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
、
か
つ

、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
後
に
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
る
者
が
行
い
、
又
は
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
端
末
設
備
等
の
接

続
に
係
る
工
事
の
範
囲
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
工
事
担
任
者
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規

定
す
る
工
事
の
範
囲
と
す
る
。

３

新
規
則
第
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
伝
送
路
設
備
に
端
末
設
備

等
を
接
続
す
る
た
め
の
工
事
（
接
続
点
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
信
号
の
入
出
力
速
度
が
毎
秒
百
メ
ガ
ビ
ッ
ト
を
超
え
一
ギ
ガ
ビ

ッ
ト
以
下
の
主
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
た
め
の
回
線
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
実
務
経
歴
の
期
間
は
、
Ｄ

Ｄ
第
一
種
、
Ｄ
Ｄ
第
二
種
又
は
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｄ
総
合
種
の
端
末
設
備
の
接
続
の
た
め
の
技
術
及
び
理
論
の
試
験
科
目
が
免
除
さ

れ
る
に
要
す
る
実
務
経
歴
の
期
間
（
デ
ジ
タ
ル
伝
送
路
設
備
に
端
末
設
備
等
を
接
続
す
る
た
め
の
工
事
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
申
請
の
行
わ
れ
た
工
事
担
任
者
試
験
の
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


